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衆
議
院
議
員
中
林
よ
し
子
君
提
出
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
を
は
じ
め
と
す
る
Ｊ
Ｒ
グ
ル
ー
プ
の
公
共
性
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会

社
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
各
社
」
と
い

う
。
）
の
行
っ
て
い
る
鉄
道
輸
送
は
、
他
の
鉄
道
事
業
者
に
よ
る
鉄
道
輸
送
と
同
様
に
、
多
く
の
国
民
に
日
常
的
に
利
用
さ

れ
、
地
域
の
経
済
や
住
民
の
生
活
を
支
え
る
重
要
な
社
会
基
盤
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
公
共
性
を
有
す
る
も
の
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
政
府
に
お
い
て
は
、
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
等
の
関
係
法
令
に
基

づ
き
、
運
行
の
安
全
及
び
利
用
者
利
便
の
確
保
に
よ
る
利
用
者
利
益
の
保
護
等
の
た
め
の
施
策
を
講
じ
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

消
費
者
に
対
し
て
鉄
道
輸
送
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Ｊ
Ｒ
各
社
は
、
消
費
者
保
護
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第

七
十
八
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
け
る
「
事
業
者
」
に
当
た
る
と
解
さ
れ
る
。

一



四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
お
い
て
、
山
口
県
及
び
小
郡
町
等
の
関
係
市
町
か

ら
の
要
望
も
踏
ま
え
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
生
じ
た
苦
情
に
対
し
て
は
、
電
話
等
で
適
宜
対
応

し
て
い
る
と
承
知
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
事
実
の
み
を
も
っ
て
直
ち
に
消
費
者
保
護
基
本
法
第
四
条
第
二
項
の
趣
旨
に
反
し

て
い
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
駅
の
名
称
や
列
車
の
停
車
す
る
駅
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
等
の
意
向
に
も
配
慮
し

つ
つ
、
利
用
者
の
利
用
の
状
況
、
経
営
の
効
率
化
等
を
踏
ま
え
、
基
本
的
に
は
、
鉄
道
事
業
者
自
ら
が
決
定
す
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。

な
お
、
四
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
御
指
摘
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
西
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
に
お
い

て
、
山
口
県
及
び
小
郡
町
等
の
関
係
市
町
か
ら
の
要
望
も
踏
ま
え
、
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
承
知
し
て
い
る
。

二


